
一般社団法人 横浜市都筑区医師会 

H28 年度が始まり 2ヶ月経過しました 

下記事業についての会議が行われています 

看護小規模多機能型居宅介護事業（名称：都筑区医師会ナーシングホーム） 

平成 28 年度第 1回運営推進会議の開催 

当法人では、平成 28 年 4月 1 日に横浜市地域密着型サービス事業である看護小規模多機能型居宅介護

を開所致しました。これに伴い、2ヶ月に 1回以上の運営推進会議の設置が義務付けられています。 

この会議の設置目的は、「利用者、利用者の家族、地域包括支援センター職員、市町村職員、地域住民の代

表者、当該サービスに知見を有する者」等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれ

たサービスを提供することで、『事業所運営の透明性の確保、サービスの質の確保と向上、事業所による利用

者の「抱え込み」の防止、地域交流等の体制の構築』を達成することです。

開催日時：平成 28 年 5 月 27 日(金) 13：30～14：10 
出席者 ：地域住民代表 2 名、包括 1 名、サービスに知見を有する分野 3 名、区職員 1 名、内部 10 名

会議内容：1．参加者の事業に対する理解を深めるために、事業内容の説明をした。

2．事業所の現状報告（職員数、職種、登録者数、短期利用者数、登録者の状態）

3．相談内容と対応について 

 委員として参加頂いている皆様は、地域でもご活躍されている多忙な方々ですが、今後、現状を相談し、ご

意見を伺い、事業所の適切な運営、サービスの質の確保に努めてまいります。

定期巡回随時対応型訪問介護・看護事業（名称：都筑区医師会 24 時間在宅ケアステーション） 

平成 28 年度第 1回介護・医療連携推進会議の開催 

今年度第 1回目の介護・医療連携推進会議を上記ナーシングホーム運営推進会議に引き続き開催しま

した。参加された委員は新委員も多く、改めて定期巡回随時対応型訪問介護・看護と夜間対応型訪問介

護の業務紹介と活動状況を報告致しました。 

開催日時：平成 28 年 5月 27 日(金) 14：15～14：45 

出席者：出席者は同上。（ナーシングホーム運営推進会議委員に介護・医療連携推進会議委員を兼

務して頂いている。）更にサービスに知見を有する分野 1名出席。（介護・医療連携推進会議委員） 

会議内容：1．業務紹介と活動状況報告 

     2.平成 28 年 4 月より訪問看護一体型から連携型に変更のお知らせ。（当訪問看護が看護 

小規模多機能型居宅介護の兼務となり、それに伴い制度上、定期巡回随時対応型訪問 

介護・看護は一体型から連携型に変更となった。サービス内容に違いはないが請求が 

変更） 

□介護・医療連携推進会議は年 4回開催します。次回は 9月に予定しています。 

平成２８年 水無月号 

こ ん に ち は 



 こんにちは 平成 28年 水無月号 

ご意見、ご要望などは、いつでも 

ご遠慮なく、ご連絡いただけますよう 

お願い申し上げます。 

９１０－６３２７ 主任管理者 吉井

【目安箱】

編集後記

 最近、TV で話題になっている「酢しょ

うが」や「酢玉ねぎ」などをご存知ですか!?
実践されている方も多いのはないでしょ

うか!?血液サラサラや血管年齢若返りな

どの効果があるそうです。お酢には「食酢」

「もろみ酢」「黒酢」など沢山の種類があ

りますが、皆さんはどんなお酢を使ってい

ますか??違いは何？と思われている方も

いらっしゃると思います。大きな違いは、

ズバリ 主成分が違うのです！原料・製造

方法の違いもありますが、主成分がクエン

酸だったり、酢酸だったり…健康の為にど

のお酢を使うか迷ってしまうかもしれま

せんが、1 番大切なのは「好み」と続ける

事です。どの成分も身体に良い事は間違え

ありませんので、

お好きなお酢で

健康になりましょう♪       

（濱崎）

都筑区医師会訪問看護ステーション  TEL  ０４５－９１３－５１８１ 

都筑区医師会ヘルパーステーション  TEL   ０４５－９１３－３５７７ 

都筑区医師会24時間在宅ケアステーション TEL   ０４５－９１３－３５７７

都筑区医師会居宅支援センター   TEL  ０４５－９１０－６３２7

都筑区医師会福祉用具センター      TEL  ０４５－９１１－６１００ 

都筑区医師会ナーシングホーム      TEL  ０４５－９１３－６３２１ 

看護・介護・福祉用具・24時間在宅ケア

FAX  ０４５－９１１－６７００ 

居宅 

FAX  ０４５－９１０－６５０６

☆☆パソコンから在宅事業部門の活動内容を見ることが出来ます。ぜひご覧下さい☆☆ 

http ://www.tsuzuk i-med.org/center/ idea .html

『ヨコハマつづき健康生活ナビ』 の 『在宅事業部門』 からお入り下さい。 

豆知識～【横浜市地域密着型サービス事業】って？

『高齢の方が認知症や中重度の要介護状態となっても

住み慣れた地域で暮らしていけるように』と、

平成18年から始まったサービス体系です。 

～普通の介護保険サービスとの違い～

◎事業の許可や監督権を神奈川県から 

横浜市に移し、地域の特性や細かい 

要望に合わせたサービスを行う。 

◎利用できるのは、その地域に住んでいる方に限る。 

現在、９種類のサービス事業が行われています。 

     （★は、当法人が行っている事業です） 

★夜間対応型訪問介護・・夜間帯の緊急時にヘルパーが 

駆けつけたり、夜間の定期巡回を行うサービス 

★定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・日中・夜間を

通じて定期的に巡回する訪問介護と、必要時には

ヘルパー、看護師の訪問を組み合わせたサービス 

★看護小規模多機能型居宅介護・・小規模多機能型居宅

介護と看護が一体になったサービス 

☆小規模多機能型居宅介護 

☆認知症対応型通所介護（デイサービス） 

☆認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

☆その他、施設系が２種類 

☆今年の４月から、今までの 19 人以下の小規模デイ 

サービスも地域密着型通所介護に移行されました。 

サービス名に漢字が並ぶのは、「高齢者が判りやすいよ

うにカタカナ表示を使わない」という政府の方針がある

為だそうですが、かえって判りにくいのでは・・？(^-^;) 

よだん


